
森町文化・スポーツ合宿誘致推進補助金交付要綱 

令和 4年 4月 27日 

告示第 59－1号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、文化・スポーツ団体等が実施する合宿誘致を促進するため、合宿に要

する宿泊費の一部を補助することにより、町内のスポーツ活動及び文化活動が行える施

設の有効活用及び交流人口の拡大並びに地域経済の活性化を図ることを目的とします。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ 

る。 

 （１）合宿 文化・スポーツ技術の向上を目的とした合宿をいう。 

 （２）宿泊施設 旅館業法（昭和 23年法律第 138号）第２条に規定するホテル営業、旅

館営業及び簡易宿所営業に係る施設をいう。 

 （３）参加者 文化・スポーツ合宿に参加する選手（部員・団員）及び指導者等（部長、

監督、コーチ、マネージャー等）をいう。 

 （４）文化・スポーツ団体 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）に規定する学校及び

実業団やクラブ等に所属する文化・スポーツ活動を行う団体をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助の対象者は、森町外の文化・スポーツ団体とする。 

（補助金交付の要件） 

第４条 この補助金の交付対象となる文化・スポーツ合宿は、次に掲げる各号の要件をすべ

て満たすものとする。 

（１）合宿の宿泊については町内の宿泊施設に 2 泊 3 日以上の連続した宿泊を 5 名以上

ですること。 

（２）合宿の活動については町内の施設等を利用すること。 

 （３）営利を目的としていないこと。 

 （４）前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるものでないこと。 

（補助対象経費） 

第５条 補助対象経費は、合宿に要する経費のうち宿泊費とする。 

（複数年度にわたる合宿の補助対象年度） 

第６条 １回の合宿が複数年度にわたる場合の補助対象年度は、当該合宿の最終宿泊日の

属する年度とする。この場合において、延べ宿泊数は、当該合宿の初日から最終日までの

延べ宿泊数とする。 

（補助金の交付額等） 

第７条 補助金の額は、１人１泊当たり 2,000円を上限とし、１回１団体当たり 500,000円

を限度額とする。 

 



（補助金の申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ森町文化・スポーツ合宿誘致推進

補助金交付申請書（様式第１号）及び合宿計画書（様式第２号）を町長に提出しなければ

ならない。 

（補助金の交付決定等） 

第９条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めた

ときは、補助金の交付を決定するものとする。 

２ 町長は補助金の交付を決定したときは、森町文化・スポーツ合宿誘致推進補助金交付決

定通知書（様式第３号）により当該申請者に通知するものとする。 

３ 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。 

（補助事業の変更） 

第 10条 補助金の交付決定を受けた者が、補助事業を変更しようとするときは、あらかじ

め森町文化・スポーツ合宿誘致推進補助事業変更承認申請書（様式第４号）を提出し、町

長の承認を受けなければならない。 

（補助事業の変更決定） 

第 11条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めた

ときは、森町文化・スポーツ合宿誘致補助事業変更決定通知書（様式第５号）により当該

申請者に通知するものとする。 

２ 前項の変更の申請があった場合において、第４条第１項の要件に満たなくなったとき

は、変更承認申請書にその理由を明記し、町長の承認を受けなければならない。 

（実施報告） 

第 12条 補助金の交付決定を受けた者は、その事業が完了したときは、事業終了後速やか

に森町文化・スポーツ合宿誘致補助事業実施報告書（様式第６号）に、次に掲げる書類を

添えて町長に提出しなければならない。 

 （１）合宿実績書（様式第２号） 

 （２）宿泊証明書（様式第７号） 

 （３）委任状（様式第８号） 

 （４）その他町長が必要と認める書類 

（補助金額の決定及び確定通知） 

第 13条 町長は、前条の規定による実施報告があったときは、当該報告に係る書類審査に

より、当該補助事業の実施内容が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認

めた場合は、補助金の額を決定するものとする。 

２ 町長は補助金の額を決定したときは、森町文化・スポーツ合宿誘致推進補助金交付額確

定通知書（様式第９号）により当該申請者に通知するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第 14条 前条の通知を受けた者は、速やかに森町文化・スポーツ合宿誘致推進補助金交付

請求書（様式第 10号）により補助金の請求を行うものとする。 



２ 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。 

（補助金の返還等） 

第 15条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が虚偽又は不正な方法により交付決定を受

けたと認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、すでに交付した補助金の全部又は一

部の返還を命ずることができる。 

（町民との交流の実施） 

第 16条 町長は、補助対象者に対し、青少年競技者への技術指導、競技団体指導者との交

流又は練習の一般公開等、合宿期間中の町民との交流の実施について協力を求めること

ができる。 

２ 補助対象者は、前項の町民との交流の実施に努めるものとする。 

（その他） 

第 17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

   附 則 

 この告示は、令和 4年 4月 27日から施行する。 

附 則（令和 4年告示第 138号） 

 この告示は、令和 5年 1月 1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第１号（第８条関係） 

 

森町文化・スポーツ合宿誘致推進補助金交付申請書 

 

年  月  日 

 

森町長          様 

 

申請者 郵便番号 

住 所 

団 体 名 

代表者名 

（電話番号         ） 

 

 森町文化・スポーツ合宿誘致推進補助金交付要綱の第８条の規定により、次のとおり申請

します。 

 なお、森町が必要な場合は、誓約事項について森警察署へ照会することや、本誓約事項が

森町から森警察署に提供されることについて承諾します。 

 また、この様式に記載された個人情報及び照会で確認された情報は、補助金交付の目的を

達成するため及び今後、私が森町と行う他の契約における確認等に利用することに同意し

ます。 

 

合 宿 期 間     年  月  日から    年  月  日まで 

宿 泊 金 額 

（補助対象経費） 
         円 

延 べ 宿 泊 者 数 人泊 

補 助 単 価 １泊当たり ２，０００円 

補 助 申 請 額          円 

 

 添付書類 

  （１）合宿計画書（様式第２号） 

  （２）その他 

 

 



 

誓  約  事  項 

 

 

１ 自己又は自己の役員等は、次の各号のいずれにも該当しません。 

⑴ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

⑵ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

⑶ 暴力団員が役員となっている事業者 

⑷ 暴力団員であることを知りながら、その物を雇用・使用している者 

⑸ 暴力団員であることをしりながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等

を締結している者 

⑹ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者 

⑺ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難さ

れる関係を有している者 

⑻ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用している者 

２ 上記１の⑴から⑻までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他団

体又は個人ではありません。 

３ 暴力団員及び暴力団関係事業者から社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨

げる行為（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとと

もに、森町への報告及び森警察署への届出（以下「報告・届出」という。）を行います。

また、下請負人等が暴力団員及び暴力団関係事業者から不当介入を受けた場合は、速やか

に報告・届出を行うよう当該下請負人等に指導します。 

４ この誓約書に事実と相違することが判明した場合は、この契約が解除等のいかなる措

置を受けても異議の申し立てをしません。また、これにより損害が生じた場合は、一切私

の責任とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第２号（第８条、第 12条関係） 

 

合宿（計画・実績）書 

 

団 体 名  

合 宿 期 間 年  月  日から    年  月  日まで 

利 用 施 設 名  

参 加 者 数        人 

宿 泊 施 設  

延べ宿泊者数 

計  画 実  績 

人泊 人泊 

日 程 表 

 

 

 

 

 

移 動 手 段 

 

 

 

 

参 加 者 名 簿 

№ 氏名 役職又は学年 備考 

１    

２    

３    

４    

５    

 （注）別途日程表及び参加者名簿がある場合は、任意様式による提出も可能とする。 

 



 

様式第３号（第９条関係） 

 

第   号指令 

年  月  日 

 

           様 

 

森町長     

 

森町文化・スポーツ合宿誘致推進補助金交付決定通知書 

 

年  月  日付け申請の森町文化・スポーツ合宿誘致推進補助金交付事業に

対し、金        円を補助します。ただし、次の事項を承知してください。 

 

 

１ 補助金の交付の対象となる事業及び経費並びに補助金等の額は、次のとおりとします。 

 

補 助 対 象 事 業 補 助 対 象 経 費 補 助 金 の 額 

森町文化・スポーツ合宿 

誘致推進補助金交付事業 
円 円 

 

２ 補助金の目的外使用はしないこと。 

３ 事業の内容を変更しようとするときは、速やかに町長の承認を受けること。 

４ 事業が完了したときは、速やかに実施報告書を提出すること。 

５ 補助金交付の決定を受けた者が交付条件に違反したときは、補助金の決定の取消し及

び返還の命に応ずること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第４号（第 10条関係） 

 

森町文化・スポーツ合宿誘致推進補助事業変更承認申請書 

 

年  月  日 

 

森町長          様 

 

申請者 郵便番号 

住 所 

団 体 名 

代表者名 

（電話番号         ） 

 

     年  月  日付け   第   号指令をもって補助金の交付の決定を受け

た事業について、その計画を次の理由により変更したいので関係書類を添えて申請します。 

 

 

 １ 補助金の交付決定額   金         円 

 ２ 変更後の補助金申請額   金         円 

 ３ 変更事項及び理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第５号（第 11条関係） 

 

森町文化・スポーツ合宿誘致推進補助事業変更決定通知書 

 

第   号指令 

年  月  日 

 

           様 

 

森町長     

 

     年  月  日付け   第   号指令で交付決定した森町文化・スポーツ

合宿誘致推進補助金について、下記のとおり変更を承認いたしますので、森町文化・スポー

ツ合宿誘致推進補助金交付要綱第 11条の規定により通知します。 

 

記 

 

 １．変更した内容 

 

 

 

 ２．変更した理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第６号（第 12条関係） 

 

森町文化・スポーツ合宿誘致推進補助事業実施報告書 

 

年  月  日 

 

森町長          様 

 

報告者 郵便番号 

住 所 

団 体 名 

代表者名 

（電話番号         ） 

 

     年  月  日付け   第   号指令で補助金交付決定を受けた森町文

化・スポーツ合宿誘致推進補助事業について、当該補助事業が完了いたしましたので、森町

文化・スポーツ合宿誘致推進補助金交付要綱第 12条の規定により下記のとおり報告いたし

ます。 

 

記 

 

 １．補助金交付決定額  金        円 

  

 ２．添 付 書 類  （１）合宿実績書（様式第２号） 

             （２）宿泊証明書（様式第７号） 

             （３）委任状（様式第８号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第７号（第 12条関係） 

 

宿泊証明書 

 

事 業 名  森町文化・スポーツ合宿誘致推進補助金交付事業 

団 体 名 称  

滞 在 期 間      年  月  日から    年  月  日まで 

宿泊日・宿泊者数 

 

     年  月  日    人 

 

     年  月  日    人 

 

     年  月  日    人 

 

     年  月  日    人 

 

     年  月  日    人 

 

延 べ 宿 泊 者 数 人泊 

宿 泊 支 払 額 

（補助対象経費） 
                円 

 

 上記内容に相違ないことを証明します。 

 

    年  月  日 

 

宿泊施設住所 

宿泊施設名称 

宿泊施設代表者 

（電話：           担当者：        ） 

旅館業許可指令書番号 

 



 

様式第８号（第 12条関係） 

 

委任状 

 

年  月  日 

 

森町長          様 

 

（補助申請者） 

住 所 

団体名 

代表者 

（電話番号            ） 

 

 私は、下記の者を代理人と定め、次の事項について委任します。 

 

記 

 

 １ 受任者   住所 

 

氏名 

 

 ２ 委任事項  「森町文化・スポーツ合宿誘致推進補助金」の受領に関する一切の権限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第９号（第 13条関係） 

 

森町文化・スポーツ合宿誘致推進補助金交付額確定通知書 

 

第  号 

年  月  日 

 

          様 

 

森町長      

 

 森町文化・スポーツ合宿誘致推進補助金交付要綱第 13条の規定により下記のとおり補助

金の額を確定しましたので通知します。 

 

記 

 

 １．補助金交付確定額  金         円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第 10号（第 14条関係） 

 

森町文化・スポーツ合宿誘致推進補助金交付請求書 

 

年  月  日 

 

森町長          様 

 

（補助申請者） 

住 所 

団体名 

代表者 

（電話番号            ） 

 

     年  月  日付け   第  号で補助金額の確定があった森町文化・スポ

ーツ合宿誘致推進補助金を下記のとおり請求します。 

 

１．請 求 金 額              円 

 

 

２．振込先口座 

 

金 融 機 関 

□銀  行 

□信用金庫 

□協同組合 

□信用組合 

□ 本店 

□     支店 

口 座 番 号 

（ 右 づ め ） 

□普通 

□当座 

       

ゆうちょ銀行 

通帳記号 通帳番号（右づめ） 

１    ０ の         

口 座 名 義 人 

住  所  

フリガナ  

氏  名 
 

※ 補助申請者と振込先の口座名義人が違う場合は、別紙委任状を添付してください。 



 


